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（
国
土
交
通
委
員
会
）

道
路
運
送
車
両
法
及
び
自
動
車
検
査
独
立
行
政
法
人
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
四
六
号
）
（
衆

議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
自
動
車
の
型
式
指
定
制
度
の
一
層
の
合
理
化
を
図
る
た
め
、
自
動
車
の
共
通
構
造
部
の
型
式
指
定
制
度
を
創

設
す
る
と
と
も
に
、
独
立
行
政
法
人
に
係
る
改
革
を
推
進
す
る
た
め
、
独
立
行
政
法
人
交
通
安
全
環
境
研
究
所
を
自
動
車
検
査

独
立
行
政
法
人
に
統
合
し
、
そ
の
名
称
を
独
立
行
政
法
人
自
動
車
技
術
総
合
機
構
に
改
め
る
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一

道
路
運
送
車
両
法
の
一
部
改
正

１

自
動
車
の
共
通
構
造
部
の
型
式
指
定
制
度
を
創
設
す
る
と
と
も
に
、
自
動
車
の
基
準
等
に
関
す
る
国
際
協
定
の
改
正
に

、

。

対
応
し

自
動
車
の
車
両
単
位
で
の
基
準
適
合
性
を
各
国
間
で
相
互
に
承
認
す
る
た
め
の
制
度
を
創
設
す
る
こ
と
と
す
る

２

東
京
五
輪
特
別
仕
様
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
な
ど
の
図
柄
入
り
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
を
導
入
す
る
た
め
、
自
動
車
の
所
有

者
か
ら
の
申
請
に
よ
り
、
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
の
交
換
を
可
能
と
す
る
制
度
を
創
設
す
る
こ
と
と
す
る
。

３

よ
り
迅
速
か
つ
確
実
な
リ
コ
ー
ル
を
行
う
た
め
、
リ
コ
ー
ル
の
実
施
に
必
要
な
報
告
徴
収
及
び
立
入
検
査
の
対
象
に
装
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置
製
作
者
等
を
追
加
す
る
こ
と
と
す
る
。

４

小
型
貨
物
自
動
車
の
う
ち
、
そ
の
構
造
等
に
関
す
る
事
項
に
変
更
が
生
ず
る
こ
と
が
少
な
い
も
の
に
つ
い
て
、
新
規
検

査
等
の
際
、
指
定
自
動
車
整
備
事
業
者
が
交
付
す
る
保
安
基
準
適
合
証
の
提
出
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
国
土
交
通
大
臣
へ

の
現
車
の
提
示
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

二

自
動
車
検
査
独
立
行
政
法
人
法
の
一
部
改
正

独
立
行
政
法
人
交
通
安
全
環
境
研
究
所
を
自
動
車
検
査
独
立
行
政
法
人
に
統
合
し
、
独
立
行
政
法
人
自
動
車
技
術
総
合
機

構
を
設
立
す
る
と
と
も
に
、
法
律
の
名
称
を
「
独
立
行
政
法
人
自
動
車
技
術
総
合
機
構
法
」
に
改
め
る
こ
と
と
す
る
。

三

施
行
期
日
等

、

。

、

、

１

こ
の
法
律
は

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
す
る

た
だ
し

一
の
３
の
改
正
は
公
布
の
日
か
ら

一
の
２
及
び
４
の
改
正
は
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
施
行
す

る
こ
と
と
す
る
。

２

独
立
行
政
法
人
交
通
安
全
環
境
研
究
所
法
は
、
廃
止
す
る
こ
と
と
す
る
。

３

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
す
る
。


